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平成平成平成平成２２２２８８８８年第年第年第年第２２２２回回回回    

    

周南市農業委員会周南市農業委員会周南市農業委員会周南市農業委員会総会議事録総会議事録総会議事録総会議事録    

 

 

１１１１    日日日日    時時時時        平成平成平成平成２２２２８８８８年年年年２２２２月月月月１０１０１０１０日（日（日（日（水水水水））））    午前１午前１午前１午前１００００時時時時００００００００分分分分    ～～～～１０１０１０１０時時時時４０４０４０４０分分分分    

 

２２２２    場場場場    所所所所        周南市周南市周南市周南市徳山保健センター徳山保健センター徳山保健センター徳山保健センター    講義室３講義室３講義室３講義室３    

    

３３３３    会議に付した議案会議に付した議案会議に付した議案会議に付した議案    

議案第３号 農地法第３条の規定による農地等の所有権移転 

許可申請について                ２件 

議案第４号 農地法第３条の規定による農地等の使用貸借権 

設定許可申請について              １件 

議案第５号 農地法第５条の規定による農地等の所有権移転 

許可申請について                １件 

議案第６号 農地法第５条の規定による農地等の使用貸借権 

設定許可申請について              １件 

報告第７号 農地法第５条の規定による農地等の所有権移転 

届出について                  ８件 

報告第８号 農地法第５条の規定による農地等の賃貸借権設定 

届出について                  １件 

報告第９号 非農地証明について               ２件 

報告第10号 農地法第１８条の規定による合意解約通知について ３件 

報告第11号 農業生産法人報告書の提出について        １件 

 

 

４４４４    出席委員出席委員出席委員出席委員    

第１番 長谷川 和 美 君     第２番 杉 村 龍 男 君 
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第３番 藤 井 和 典 君     第４番 梅 田 洋 治 君 

第５番 椎 木 人 志 君     第６番 大 江 静 人 君 

第７番 弘 中   壽 君     第８番 江 波 一 男 君 

第９番 田 中 榮 作 君     第10番 野 村 一 男 君 

第11番 藤 井   孝 君     第12番 笠 井 保 雄 君 

第13番 松 岡 清 治 君     第14番 藤 井 澄 子 君 

第15番 大 田 幹 代 君     第16番 歳 光 時 正 君 

第17番 杉 村 洋 治 君     第18番 藤 井 允 雄 君 

第19番 福 田 栄 司 君     第20番 山 崎 弘 子 君 

第21番 林   定 子 君     第22番 村 木   実 君 

第23番 松 田 孝 行 君     第24番 山 崎 光 夫 君 

第26番 秋 貞 啓 子 君     第27番 白 石 純 治 君 

第28番 有 馬 俊 雅 君     第29番 小 林 一 雄 君 

第30番 髙 橋   恵 君      

第31番 岩 田   学 君（職務代理者） 

第32番 西 田 孝 美 君（会長） 

 

５５５５    欠席委員欠席委員欠席委員欠席委員    

   第25番 水 井 規 雅 君 

    

 

６６６６    関係人関係人関係人関係人    

    なし 

     

 

７７７７    事務局職員事務局職員事務局職員事務局職員    

局  長  茅 原 道 夫     次  長  山 根 卓 彦 

次長補佐  徳 本 純 子     書  記  桐 山 昌 栄 
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事務局長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

皆さん、おはようございます。 

それでは、まず、定足数の報告をさせていただきます。 

本日の総会の出席委員は３２名中３１名で、周南市農業委員会会議規則第９

条に規定された定足数を充たしておりますので、総会は成立いたします。 

本日の欠席は、第２５番 水井 規雅 委員の１名でございまして周南市

農業委員会会議規則第５条の規定による欠席の届出がありましたのでご報告

いたします。 

なお、杉村洋治委員、松岡清治委員、歳光時正委員の３名の方につきまし

ては、国道２号線の下松市付近において交通事故が発生しており、そのため

渋滞となり到着が遅れるとの連絡がありましたのでご報告いたします。 

また、以前ご案内しておりましたように今回から新システムにより議案書

を作成いたしました。そのため、様式・文言等かなり変更しておりますが今

後は、この形で進めたいと考えておりますのでよろしくお願いいたします。 

 

それでは、議長お願いいたします。 

開会（午前１０時００分 ～ ） 

それでは只今より、平成２８年第２回周南市農業委員会総会を開会いたし

ます｡よろしくお願いします。 

これより議事に入ります。 

議事日程第１、議事録署名委員の指名ですが、周南市農業委員会会議規

則第２３条に規定された議事録署名委員は、 

第１番、長谷川 和美委員さん、第２９番、小林 一雄委員さんのご両名に

お願いいたします。 

議事日程第２、議案の審議に入ります。 

その前に、ここでお諮りいたします。 

議案第３号についてですが、現地調査の報告結果及び補足説明において地

区担当農業委員さんの到着が先程の説明の事情により少し遅れておりますこ

とから先に議案第４号を審議させていただき、その後、議案第３号の審議と

いたしたいと思います。 
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事務局長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これに、ご異議ございませんか。 

 （異議なしの声あり） 

異議ありませんので、よって、そのように変更させていただきます。 

それでは、議案第４号を議題といたします。 

事務局よりの議案の説明をお願いいたします。 

 

議案書の３ページをお願いいたします。議案第４号「農地法第３条の規定

による農地等の使用貸借権設定許可申請について」を、ご説明いたします。 

今月の農地法第３条の規定による農地等の使用貸借権許可申請は、１議案

１件でございます。 

それでは、まず１番についてご説明いたします。申請地は、●●●地区の大

字●●●●●●に所在する農地の田、１筆の１,４２１平方メートルでござい

ます。 

権利移動に関しましては、両者は親子関係でして、農業者年金の経営移譲

によるため使用貸借されて子供さんに耕作してもらいたいことから譲り渡す

とされるものでございます。 

なお、今回の申請地につきましては、平成２７年１２月８日の総会におい

てご審議いただき、農地法第３条の許可に基づき交換により取得された農地

でございます。 

次に、農地法第３条第２項各号の農地の権利移動の制限に関する事項につ

いて、ご説明いたします。 

まず、第１号の全部効率利用要件についてですが、耕作要件、コンバイン、

トラクター等農機具の保有状況、農作業に従事する家族の状況等からみても、

農地の全てを効率的に利用できると見込まれます。 

第２号の農業生産法人以外の法人の規定及び第３号の信託要件の規定に

ついては、いずれも該当しておりません。 

第４号の農作業常時従事要件ですが、譲受人は、農作業を行う必要がある

日数について、農作業に従事すると判断されます。 

第５号の下限面積要件ですが、取得後の農地は９６アールで、当地区の
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議長 

 

 

第２８番 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

 

３０アールの下限面積要件を満たしております。 

第６号の転貸禁止要件ですが、使用貸借ですので、転貸禁止要件には該当

いたしません。 

次に、第７号の地域調和要件ですが、譲受人は、水稲を作付けされるとの

ことであり、今回の権利移動により、周辺農地の農業上の効率的かつ総合的

な利用の確保に支障は生じないものと考えております。 

以上のことから、農地法第３条第２項各号には該当せず、許可要件の全て

を満たしていると判断しております。以上でございます。 

 

只今の事務局からの説明に関連いたしまして、地区担当農業委員さんから

の現地調査の結果及び補足説明をお願いいたします。 

 

第２８番の●●です。内容につきましては、事務局からご説明のあったと

おりですが、第１番につきまして、借受人と去る２月６日に現地を確認しま

したので報告いたします。なお、現地は田で、きちんと耕作、管理されてお

りました。本件は、１２月の農業委員会で農地の交換ということで承認をい

ただいたものでございます。今回の申請につきましては、そのことに伴う農

業者年金受給に関する親子間の使用貸借の設定であります。借受人は、現在

水稲や野菜等を作っておられまして、借受される農地では水稲を作付けされ

るということであり、特に問題ないかと思われます。以上、よろしくご審議

のほどお願い申し上げます。 

 

ありがとうございました。 

只今の１番の案件につきまして、質疑を行います。 

ご意見、ご質問はございませんか。 

  （なしの声あり） 

特に発言がないようですので、これで質疑を終了いたします。 

議案第４号１番につきまして、採決を行います。 

 許可とすることに、ご異議はございませんか。 
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事務局長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（異議なしの声あり） 

異議がありませんので、１番は許可と決定いたします。 

それでは、議案第３号を議題といたします。 

事務局よりの議案の説明をお願いいたします。 

 

議案書の１ページ、２ページにお戻りいただきたいと思います。議案第３

号「農地法第３条の規定による農地等の所有権移転許可申請について」を、

ご説明いたします。 

今月の農地法第３条の規定による農地の所有権移転許可申請は、１議案２

件でございます。 

それでは、まず１番についてご説明いたします。申請地は、●●地区の大字

●●●●●に所在する農地の田、１筆の１,４３８平方メートルでございます。 

権利移動に関しましては、譲渡人は、遠方に居住しており耕作できないた

め譲り渡すとされ、譲受人は、自己農地に隣接していることから今回、譲り

受けて規模拡大をされるものでございます。 

次に、農地法第３条第２項各号の農地の権利移動の制限に関する事項につ

いて、ご説明いたします。 

まず、第１号の全部効率利用要件についてですが、譲受人は、耕作要件、

農機具の保有状況、農作業に従事する状況等からみても、農地の全てを効率

的に利用できると見込まれます。 

第２号の農業生産法人以外の法人の規定及び第３号の信託要件の規定に

ついては、いずれも該当しておりません。 

第４号の農作業常時従事要件ですが、申請人は、農作業を行う必要がある

日数について、農作業に従事すると見込まれると判断いたします。 

第５号の下限面積要件ですが、取得後の農地は８３アールで、当地区の

３０アールの下限面積要件を満たしております。 

第６号の転貸禁止要件ですが、所有権移転ですので、転貸禁止要件には該

当いたしません。 

次に、第７号の地域調和要件ですが、譲受人は、水稲を作付けされるとの
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議長 

 

 

第２９番 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局長 

ことであり、今回の権利移動により周辺農地の農業上の効率的かつ総合的な

利用の確保に支障は生じないものと考えております。 

以上のことから、農地法第３条第２項各号には該当せず、許可要件の全て

を満たしていると判断しております。以上でございます。 

 

只今の事務局からの説明に関連いたしまして、地区担当農業委員さんから

の現地調査の結果及び補足説明をお願いいたします。 

 

第２９番の●●でございます。今月の７日に譲受人、譲渡人立会いのもと

現地確認を行いました。譲渡人は、前年まで母親と二人で耕作をしていまし

たが、先月の２日に、母親が亡くなられたため、今後、耕作が不可能となっ

た訳でございます。先程、事務局から説明がありましたように隣接している

方が贈与と言う形で譲り受けられて、今後、耕作をされるということであり

ます。耕作放棄地を無くすと言う意味でも大変良いことだと思いますのでご

審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

ありがとうございました。 

只今の１番の案件につきまして、質疑を行います。 

ご意見、ご質問はございませんか。 

  （なしの声あり） 

特に発言がないようですので、これで質疑を終了いたします。 

議案第３号１番につきまして、採決を行います。 

 許可とすることに、ご異議はございませんか。 

（異議なしの声あり） 

異議がありませんので、１番は許可と決定いたします。 

続きまして、２番につきまして、事務局よりの議案の説明をお願いいたし

ます。 

 

２番についてご説明いたします。申請地は、●●地区の大字●●字●●●に
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所在する農地の田、１筆の１,９３８平方メートル、同じく大字●●に所在す

る農地の田、２筆の４,２３９平方メートル、同じく●●●●●に所在する農

地の田、２筆の４,１３５平方メートル、同じく●●に所在する農地の田、１

筆の１,５０１平方メートル、同じく●●に所在する農地の田、６筆の７,８２

８平方メートル、同じく●●に所在する農地の畑、１筆の１,５０２平方メー

トル、合計１３筆の２１,１４３平方メートルでございます。 

権利移動に関しましては、譲渡人は会社員で農業を行う意志がなく譲り渡

すとされ、譲受人は、譲渡人からの申出により規模拡大を考え、今回、譲り

受けられるものでございます。 

なお、今回、利用権設定につきましては、解約届出が提出されております。 

また、議案書に掲載しております持分者３名のうち、下段の２名の方が未

成年者のため、親権者からの申請になっております。 

次に、農地法第３条第２項各号の農地の権利移動の制限に関する事項につ

いて、ご説明いたします。 

まず、第１号の全部効率利用要件についてですが、譲受人は、耕作要件、

トラクター、コンバイン等農機具の保有状況等からみても、農地の全てを効

率的に利用できると見込まれます。 

第２号の農業生産法人以外の法人の規定及び第３号の信託要件の規定に

ついては、いずれも該当しておりません。 

第４号の農作業常時従事要件ですが、譲受人は、農作業を行う必要がある

日数について、繁忙期には、父母も手伝うとのことであり農作業に従事する

と見込まれると判断いたします。 

第５号の下限面積要件ですが、取得後の農地は２１１アールで、当地区

の３０アールの下限面積要件を満たしております。 

第６号の転貸禁止要件ですが、所有権移転ですので、転貸禁止要件には該

当いたしません。 

次に、第７号の地域調和要件ですが、譲受人は、水稲を耕作されるほか畑

には、ほうれん草等を栽培されるとのことであり、今回の権利移動により、

周辺農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障は生じないものと
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議長 

 

 

第１６番 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

考えております。 

以上のことから、農地法第３条第２項各号には該当せず、許可要件の全て

を満たしていると判断しております。以上でございます。 

 

只今の事務局からの説明に関連いたしまして、地区担当農業委員さんから

の現地調査の結果及び補足説明をお願いいたします。 

 

第１６番、●●でございます。議案第３号農地法第３条の規定による農地

等の所有権移転許可申請番号２について、去る２月２日に現地で譲受人、●

●●●及び私とで調査し、譲渡人とは電話でお話を聞きました。その調査報

告をいたします。まず、譲渡人は市内に在住で農業が出来ないため廃止する

ということで、譲受人は３人の共有名義で奥様と子ども２名の未成年のため、

親権者からの申請であります。また、家で１．９ヘクタール以上の農地で水

田及びほうれん草等を作られ農業を本気で営んでおられます。また、今回、

取得する農地も家から５キロメートル以内と近く、ほ場整備もほとんど出来

ており農業経営に力を入れるとのことであります。現地は１３筆、面積２１,

１４３平方メートルと多く、自己所有農地を入れると約４ヘクタールです。

まず、大字●●●●●３７８５－１、１，９３８平方メートル、次に●●３

７８７－２、３，０６６平方メートル、●●３７８９、１，１７３平方メー

トル、●●●●●３８８５－１、２,３５９平方メートル、●●●●●３８８

５－２、１,７７６平方メートルは父親が利用権設定で同じくほ場整備された

農地において、きちんと管理されておりました。●●３９９０－１、１,５０

１平方メートル、●●４００４－１、１,９７９平方メートル、●●４００４

－２、１,５４７平方メートル、●●４００４－３、８０４平方メートル、●

●４００６－１、１,５７２平方メートル、●●４００６－２、１,３８２平

方メートルの６筆についてもほ場整備済みで、現在、法人により利用権設定

がなされ麦が植えてあります。それぞれ利用権設定の解約手続きもなされ、

今回所有権移転ということになります。また、●●４００５－１、１,５０２

平方メートルについては、畑での農地になっておりますが、崩れかけの農舎
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議長 

 

 

 

 

 

第４番 

 

事務局長 

 

議長 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局次長 

 

が２戸、使える農舎が１戸ありますが崩れかけの農舎２戸は解体し、もう１

つは農業用倉庫として利用し、解体した場所付近には栗等を植えるとの事で

す。また、●●４００６－３、５４４平方メートルについては、現在荒廃し、

カヤ等が立っておりますが草刈り等を行い果樹等を植えるとのことでありま

す。全体的にほ場整備地内であり、きちんと管理も出来ていることから今回

の所有権移転について問題ないと思われます。調査項目に沿って行いました

が問題ないと思われますのでよろしくご審議をお願いし報告を終わります。 

 

ありがとうございました。 

只今の２番の案件につきまして、質疑を行います。 

ご意見、ご質問はございませんか。 

  （発言を求める声あり） 

 はい、●●委員さん。 

 

 家族数は４人で、譲受人は３人ですが、他に誰かおられますか。 

 

 ご主人がいらっしゃいます。申請者は３名となっております。 

 

 ほかに何かございませんか。 

特に発言がないようですので、これで質疑を終了いたします。 

議案第３号２番につきまして、採決を行います。 

 許可とすることに、ご異議はございませんか。 

（異議なしの声あり） 

異議がありませんので、２番は許可と決定いたします。 

 続きまして、議案第５号を議題とします。事務局よりの議案の説明をお願

いいたします。 

 

議案書の４ページをお開きください。議案第５号「農地法第５条の規定に

よる農地等の所有権移転許可申請について」を、ご説明いたします。 
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それでは１番についてご説明いたします。 

申請人は●●市に居住する会社員です。 

現在市営住宅に入居していますが、明け渡しの請求を受けたことから実家

の近くに住宅を建設したいと適地を探していたところ、今回、申請地を購入

し自己用住宅を建設し農業後継者として居住するものです。 

まず、申請地の位置からご説明いたします。 

申請地は、●●総合支所から東に約２．７キロメートルのところに位置し、

市道●●線の北側に接しております。 

 （スクリーンに、位置図を表示） 

 申請地の所在につきましては、大字●●●字●●●４４６番２、地目は畑、

地積は１０３平方メートル、同じく４４７番１、地目は畑、地積は１４７平

方メートル、合計２５０平方メートルでございます。 

（スクリーンに、分間図、土地利用計画図を表示） 

 こちらが分間図でございます。 

続きまして、土地利用計画図です。それから、こちらが平面図及び立面図

でございます。 

（スクリーンに、写真を表示） 

 最後にこちらが、申請地の写真でございます。 

次に、農地転用許可基準についてご説明いたします。 

まず、農地区分につきましては、農業公共投資の対象となっていない小集

団の生産性の低い農地であり、その他農地として第２種農地に該当いたしま

す。 

農地区分と転用目的の適合性につきましては、立地の代替性がなく、農地

法第５条第２項第２号に該当いたしません。 

資力及び信用につきましては、資金計画書が添付されておりまして、適当

であると判断されます。 

転用の妨げとなる権利を有する者の同意につきましては、該当ございませ

ん。 

遅滞なく転用目的に供することの確実性につきましては、添付された事業
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議長 

 

 

第１８番 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

計画書等により適当と思われます。 

行政庁の許可・認可等の処分の見込み・協議の状況等につきましては、該

当がありません。 

周辺農地の営農条件への支障につきましては、被害防除計画書が添付され

ており、問題なしと判断されます。 

判断を必要としない許可基準につきましては、説明を省略させていただき

ます。 

以上でございます。よろしくご審議をお願いします。 

 

只今の事務局からの説明に関連いたしまして、地区担当農業委員さんから

の現地調査の結果及び補足説明をお願いいたします。 

 

第１８番の●●でございます。この案件につきましては、去る１月３０日

に申請人と面談し現地の確認をしたところです。譲受人は、高齢の両親の後

を継いで経営を継承したいということで、そのために地区外から夫婦で帰っ

て来て住宅を建設したいとのことであります。譲渡人は、農業への継承の意

志が全くなく申し入れに応じて売買がなされたものです。申請地は、●●市

の北東の●●市に隣接する非常に過疎地帯であり、空家が目立ちはじめた集

落の中でこのように両親の後を継いで経営を守って行こうという大変明るい

話題であります。なお、現地については、数年来、作付けがされてなく荒廃

していた土地であります。申請書による被害防除計画など各要件を満たして

おりますので適当と認めたしだいでございます。以上で報告を終わります。 

 

ありがとうございました。 

只今の１番の案件につきまして、質疑を行います。 

ご意見、ご質問はございませんか。 

  （発言を求める声あり） 

 はい、●●委員さん。 
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第２番 

 

事務局次長 

 

議長 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局次長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ２番の●●です。今回のこの事案の建ぺい率はいくらですか。 

 

 建ぺい率は２９．４％です。 

  

 ほかに何かございませんか。 

特に発言がないようですので、これで質疑を終了いたします。 

議案第５号１番につきまして、採決を行います。 

 許可とすることに、ご異議はございませんか。 

（異議なしの声あり） 

異議がありませんので、１番は許可と決定いたします。 

続きまして、議案第６号を議題とします。事務局よりの議案の説明をお願

いいたします。 

 

議案書の５ページをお願いいたします。議案第６号「農地法第５条の規定

による農地等の使用貸借権設定許可申請について」を、ご説明いたします。 

それでは１番についてご説明いたします。 

申請人は●●市に居住する会社員です。 

現在、借家に住んでいますが、子供の成長と共に手狭となってきたので新

しく自己用住宅を建築し居住するために今回の申請となったものです。 

まず、申請地の位置からご説明いたします。 

申請地は、●●支所から西に約１００メートルのところに位置し、市道●

●●線の北側に位置しております。 

 （スクリーンに、位置図を表示） 

 申請地の所在につきましては、大字●●字●●２５２２番１２、地目は田、

地積は３３０平方メートルでございます。 

（スクリーンに、分間図、土地利用計画図を表示） 

 こちらが分間図でございます。 

続きまして、土地利用計画図です。こちらが平面図及び立面図でございま

す。 
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議長 

 

 

第５番 

  

 

 

 

（スクリーンに、写真を表示） 

 最後にこちらが、申請地の写真でございます。 

次に、農地転用許可基準についてご説明いたします。 

まず、農地区分につきましては、おおむね３００メートル以内に支所が存

する第３種農地に該当いたします。 

農地区分と転用目的の適合性につきましては、立地の代替性がなく、農地

法第５条第２項第２号に該当いたしません。 

資力及び信用につきましては、資金計画書が添付されておりまして、適当

であると判断されます。 

転用の妨げとなる権利を有する者の同意につきましては、該当ございませ

ん。 

遅滞なく転用目的に供することの確実性につきましては、添付された事業

計画書により適当と思われます。 

行政庁の許可・認可等の処分の見込み・協議の状況等につきましては、都

市計画法第３２条の規定に基づいて協議中です。 

周辺農地の営農条件への支障につきましては、被害防除計画書が添付され

ており、問題なしと判断されます。 

判断を必要としない許可基準につきましては、説明を省略させていただき

ます。 

以上でございます。よろしくご審議をお願いします。 

 

只今の事務局からの説明に関連いたしまして、地区担当農業委員さんから

の現地調査の結果及び補足説明をお願いいたします。 

 

第５番の●●です。議案第６号の１番について報告します。去る２月６日

に譲受人と譲渡人の両者と現地で確認いたしました。譲渡人と譲受人は親子

関係で、今回、使用貸借により住宅を建設するということであります。現地

は、市道を挟んで市街化区域と市街化調整区域との境付近となっており、申

請地は調整区域の方に該当します。現地は、一部野菜を植えたとういことで
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議長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

した。ジャガイモを植えていたとのことでした。周りが市街化区域という事

でもあり特に問題ないと思われますのでよろしく審議のほどお願いします。 

 

ありがとうございました。 

只今の１番の案件につきまして、質疑を行います。 

ご意見、ご質問はございませんか。 

  （なしの声あり） 

特に発言がないようですので、これで質疑を終了いたします。 

議案第６号１番につきまして、採決を行います。 

 許可とすることに、ご異議はございませんか。 

（異議なしの声あり） 

異議がありませんので、１番は許可と決定いたします。 

 

以上で、審議案件は全て終了いたしました。 

続きまして、報告事項に入らせていただきます。 

それでは、報告第７号につきまして、事務局よりの報告事項の説明をお願

いいたします。 

 

それでは、議案書の６ページから８ページをお願いいたします。報告第７

号「農地法第５条の規定による農地等の所有権移転届出について」を、ご説

明いたします。 

市街化区域内の農地を、あらかじめ農業委員会に届け出て、権利移動と農

地以外のものに転用することにつきましては、農地法第５条第１項第６号に

規定され、許可は不要とされているもので、今回、所有権移転に係るものは

８件ございました。内容は記載のとおりで、添付書類も含め完備しておりま

したので､事務局長専決により書類を受理いたしましたので、ご報告いたしま

す。以上でございます。 

 

只今の報告第７号につきまして、ご意見、ご質問はございませんか。 
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事務局長 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

 

事務局長 

 

 

 

 

 

 

（なしの声あり） 

特に発言がないようですので、以上で報告第７号を終わります。 

 

続きまして、報告第８号につきまして、事務局よりの報告事項の説明をお

願いいたします。 

 

議案書の９ページをお願いいたします。報告第８号「農地法第５条の規定

による農地等の賃貸借権設定届出について」を、ご説明いたします。 

市街化区域内の農地を、あらかじめ農業委員会に届け出て、権利移動と農

地以外のものに転用することにつきましては、農地法第５条第１項第６号に

規定され、許可は不要とされているもので、今回、賃貸借権設定に係るもの

は１件ございました。内容は記載のとおりで、添付書類も含め完備しており

ましたので､事務局長専決により書類を受理いたしましたので、ご報告いたし

ます。以上でございます。 

 

只今の報告第８号につきまして、ご意見、ご質問はございませんか。 

（なしの声あり） 

特に発言がないようですので、以上で報告第８号を終わります。 

 

続きまして、報告第９号につきまして、事務局よりの報告事項の説明をお

願いいたします。 

 

議案書の１０ページをお願いいたします。報告第９号「非農地証明につい

て」をご説明いたします。 

登記簿上の地目が農地で、現況が農地以外になっている土地について、地目

の変更登記をしようとする者からの申請に基づき、交付する証明書でございま

す。今回は２件ございました。内容については記載のとおりで、現地も確認

いたしました。 

添付書類も含め完備しておりましたので､事務局長専決により非農地であ
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議長 

 

 

 

 

 

事務局長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

事務局長 

る旨の確認及び証明をいたしましたので、ご報告いたします。以上でござい

ます。 

 

只今の報告第９号につきまして、ご意見、ご質問はございませんか。 

（なしの声あり） 

特に発言がないようですので、以上で報告第９号を終わります。 

続きまして、報告第１０号につきまして、事務局よりの報告事項の説明を

お願いいたします。 

 

議案書の１１ページをお願いいたします。報告第１０号「農地法第１８条

の規定による合意解約通知について」を、ご説明いたします。 

農地の賃貸借の解約等については、農地法第１８条の規定により賃貸借の

当事者は、農業委員会の許可を受けなければ、賃貸借の解除ができないとさ

れております。 

一方、第１８条第１項のただし書きの規定により、合意による解約が許可

を要しないで行われた場合には、同条第６項の規定によりこれらの行為をし

た者は、農業委員会にその旨を通知しなければならないとされております。 

議案書のとおり、３件許可を要しない合意による解約が行なわれた旨の通

知が、農業委員会に提出されました。 

添付書類も含め完備しておりましたので、書類を受理いたしましたので、

ご報告いたします。以上でございます。 

 

只今の報告第１０号につきまして、ご意見、ご質問はございませんか。 

（なしの声あり） 

 特に発言がないようですので以上で報告第１０号を終わります。 

続きまして、報告第１１号につきまして、事務局より報告事項の説明をお

願いいたします。 

 

議案書の１２ページをお願いいたします。報告第１１号「農業生産法人報
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議長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

告書の提出について」を、ご説明いたします。 

 農業生産法人は、農地法第６条第１項及び同法施行規則第５８条の規定に

より、毎年、事業の状況などを、事業年度終了後３か月以内に農業委員会に

報告しなければならないとされているものでございます。 

今回は１件ございました。添付書類も含め完備しており、農業生産法人と

しての農地法第２条第３項に規定された法人形態要件、事業要件、構成員要

件、役員要件を充たしておりましたので、ご報告いたします。以上でござい

ます。 

 

只今の報告第１１号につきまして、ご意見、ご質問はございませんか。 

（なしの声あり） 

 特に発言がないようですので以上で報告第１１号を終わります。 

 

以上で、本日の議案の審議は全て終了いたしましたので、平成２８年第２

回周南市農業委員会総会を閉会いたします。 

 

閉会（午前１０時４０分） 

 

    




